
 

　今年７月10日から全国の法務局で、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」
が始まりました。
　自筆証書遺言は、本人のみで手軽に作成でき、自由度が高く、相続をめぐる紛争を防止するため
の有効な手段でありますが、遺言書を作成した本人の死後、相続人などに発見されなかったり、一
部の相続人などに改ざんされるなどの恐れがあります。
　これらの問題点を解決するため、自身の財産を家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺
言を検討されるにあたっては、本制度を活用してください。

問い合わせ先：生活環境課　環境グループ　☎８２－２２６５

問い合わせ先：経済振興課　商工労働グループ　☎８２－８２１４

問い合わせ先：札幌法務局　苫小牧支局　総務課　☎３４－７１５１

10月 はかりの定期検査を実施します


